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(57)【要約】
【課題】撮像装置に対して遠隔操作可能な装置であって
、ユーザが意図する指示内容を適用させた結果を、より
適切に提示することができる画像通信装置を提供する。
【解決手段】画像通信装置は、撮像装置により撮像され
た撮像画像を、撮像装置から定期的に取得する取得部と
、取得した撮像画像を表示する表示部と、記録する画像
の撮像を撮像装置に開始させるための、撮像装置に対す
るユーザによる指示を受け付ける操作部と、操作部で指
示を受け付けたときに、指示に基づく要求と、指示を受
け付けたときに撮像装置から取得した撮像画像を特定す
る識別情報とを撮像装置に送信する制御部とを備えた。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置と通信可能な画像通信装置であって、
　前記撮像装置により撮像された撮像画像を、前記撮像装置から定期的に取得する取得部
と、
　前記取得した撮像画像を表示する表示部と、
　記録する画像の撮像を前記撮像装置に開始させるための、前記撮像装置に対するユーザ
による指示を受け付ける操作部と、
　前記操作部で前記指示を受け付けたときに、前記指示に基づく要求と、前記指示を受け
付けたときに前記撮像装置から取得した撮像画像を特定する識別情報とを前記撮像装置に
送信する制御部と、
を備えた、画像通信装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像通信装置と通信可能な撮像装置であって、
　定期的に撮像画像を生成する撮像部と、
　前記撮像部により定期的に生成された画像を記録する記録媒体と、
　前記画像通信装置から前記要求及び前記識別情報を受信し、また、前記撮像部により生
成された撮像画像を前記画像通信装置に送信する通信部と、
　前記通信部の動作を制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記画像通信装置から前記要求を受信したときに、前記要求とともに受
信した前記識別情報に基づいて、前記記録媒体に記録されている複数の画像の中から一の
画像を特定し、その特定した一の画像を前記画像通信装置に送信する、
　撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、画像を撮像する撮像装置及びそれと通信可能な画像通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルカメラを、他の電子制御装置を用いてリモート操作する技術が知られている。
例えば、特許文献１は、デジタルカメラとホストコンピュータとを結合させて構成される
撮像システムにおいて、露光量及びホワイトバランス等のカメラ制御パラメータの設定を
、ホストコンピュータで可能にする技術を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－２１９４３０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　他の電子制御装置を用いてデジタルカメラを遠隔操作する場合、他の電子制御装置から
遠隔操作した後、実際に操作内容が撮影画像に適用された結果が得られるまでの、通信処
理及び画像処理等に要する時間に起因する遅延時間の発生が課題となる。この遠隔操作時
における遅延時間の発生のために、ユーザは、意図する指示内容をデジタルカメラに反映
させた結果を快適（適切）に得ることができなかった。すなわち、従来の遠隔操作はユー
ザの使い勝手が悪かった。
【０００５】
　本開示は、撮像装置を画像通信装置から遠隔操作する場合において、撮像装置において
ユーザが意図する指示内容を適用させた結果を、ユーザにとってより快適に得ることがで
きる撮像システムを提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示における第１の画像通信装置は、撮像装置と通信可能な画像通信装置である。画
像通信装置は、撮像装置により撮像された撮像画像を、撮像装置から定期的に取得する取
得部と、取得した撮像画像を表示する表示部と、ユーザによる撮像装置における撮像条件
を設定するための指示を受け付ける操作部と、操作部で受け付けた指示に基づく要求を撮
像装置に送信する通信部と、要求を撮像装置に送信したときに、撮像装置から取得した撮
像画像に、指示に応じた処理を施して表示画像を生成し、表示画像を前記表示部に表示さ
せる制御部と、を備える。
【０００７】
　本開示における第２の画像通信装置は、撮像装置と通信可能な画像通信装置である。画
像通信装置は、撮像装置により撮像された撮像画像を、撮像装置から定期的に取得する取
得部と、取得した撮像画像を表示する表示部と、記録する画像の撮像を撮像装置に開始さ
せるための、撮像装置に対するユーザによる指示を受け付ける操作部と、操作部で指示を
受け付けたときに、指示に基づく要求と、指示を受け付けたときに撮像装置から取得した
撮像画像を特定する識別情報とを撮像装置に送信する制御部と、を備える。
【０００８】
　本開示における第１の撮像装置は、第１の画像通信装置と通信可能な撮像装置である。
第１の撮像装置は、撮像条件に基づき撮像画像を生成する撮像部と、第１の画像通信装置
から要求を受信し、また、撮像部により生成された撮像画像を第１の画像通信装置に送信
する通信部と、第１の画像通信装置から要求を受信したときに、要求に基づいて撮像部で
の撮像条件を変更する制御部とを備える。
【０００９】
　本開示における第２の撮像装置は、第２の画像通信装置と通信可能な撮像装置である。
第２の撮像装置は、定期的に撮像画像を生成する撮像部と、撮像部により定期的に生成さ
れた画像を記録する記録媒体と、第２の画像通信装置から要求及び識別情報を受信し、ま
た、撮像部により生成された撮像画像を第２の画像通信装置に送信する通信部と、通信部
の動作を制御する制御部と、を備える。制御部は、第２の画像通信装置から要求を受信し
たときに、要求とともに受信した識別情報に基づいて、記録媒体に記録されている複数の
画像の中から一の画像を特定し、その特定した一の画像を第２の画像通信装置に送信する
。
【発明の効果】
【００１０】
　本開示によれば、撮像装置を画像通信装置において遠隔操作する場合において、ユーザ
の指示内容を適用させた結果を、ユーザにとってより快適に得ることができる撮像システ
ムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０のシステム構成図
【図２】デジタルカメラ１００の電気的構成図
【図３】スマートフォン２５０の電気的構成図
【図４】デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０の接続動作に関するシーケンス図
【図５】従来のスマートフォン２５０におけるデジタルカメラ１００のズーム操作を示し
たタイミングチャート図
【図６】実施の形態１に係るスマートフォン２５０におけるデジタルカメラ１００のズー
ム操作を示したタイミングチャート図
【図７】実施の形態１に係るスマートフォン２５０におけるデジタルカメラ１００のレリ
ーズ操作を示したタイミングチャート図
【図８】実施の形態２に係るスマートフォン２５０におけるデジタルカメラ１００のレリ
ーズ操作を示したタイミングチャート図
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【図９】複数台のデジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂとスマートフォン２５０の接続動作
に関するシーケンス図
【図１０】望遠側から広角側へのズーム操作における表示画像生成を説明する図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細
な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一
の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長にな
るのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
【００１３】
　なお、発明者（ら）は、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の
説明を提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定すること
を意図するものではない。
【００１４】
　〔実施の形態１〕
　デジタルカメラおよびスマートフォンを一例として用いて本実施の形態を説明する。
【００１５】
　　〔１－１．構成〕
　以下図面を用いて本実施形態の撮像システムの構成を説明する。
【００１６】
　　　〔１－１－１．撮像システムの構成〕
　図１は、本実施形態の撮像システムの構成を示す図である。同図に示すように、本実施
形態の撮像システムは、デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０で構成される。
【００１７】
　デジタルカメラ１００は、撮影待機画面での撮影画像データ（以下「スルー画像」と称
す）および、記録した画像データ（以下「記録画像」と称す）をスマートフォン２５０へ
と送信する通信部を備える。一方、スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１００から
送信されるスルー画像および記録画像を受信する通信部を備える。スマートフォン２５０
は、デジタルカメラ１００よりスルー画像を受信すると、スマートフォン２５０が備える
表示部にスルー画像を表示する。また、スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１００
へ、自己の通信部を介して、デジタルカメラ１００のズーム操作やレリーズボタン押下な
どの指示（遠隔操作）を行うことができる。デジタルカメラ１００は、スマートフォン２
５０の指示を自己の通信部より受信し、その受信した指示に従った動作を行う。
【００１８】
　すなわち、本開示は、スマートフォン２５０からの、デジタルカメラ１００に対する遠
隔操作（ズーム操作、レリーズ操作等）を可能とする撮像システムを提供する。
【００１９】
　　　〔１－１－２．デジタルカメラの構成〕
　図２は、デジタルカメラ１００の電気的構成図である。デジタルカメラ１００は、光学
系１１０を介して形成された被写体像をＣＣＤイメージセンサ１２０で撮像する。ＣＣＤ
イメージセンサ１２０は撮像した被写体像に基づく画像データを生成する。撮像により生
成された画像データは、ＡＦＥ（アナログ・フロント・エンド）１２１や画像処理部１２
２において各種処理が施される。生成された画像データはフラッシュメモリ１４２やメモ
リカード１４０に記録される。フラッシュメモリ１４２やメモリカード１４０に記録され
た画像データ（記録画像）は、使用者による操作部１５０での操作を受け付けて液晶モニ
タ１２３上に表示（再生）される。
【００２０】
　光学系１１０は、フォーカスレンズ１１１やズームレンズ１１２、絞り１１３、シャッ
タ１１４等により構成される。図示していないが、光学系１１０は、光学式手ぶれ補正レ
ンズＯＩＳを含んでいてもよい。なお、光学系１１０を構成する各種レンズは何枚から構
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成されるものでも、何群から構成されるものでもよい。
【００２１】
　ＣＣＤイメージセンサ１２０は、光学系１１０を通して形成された被写体像を撮像して
画像データを生成する。ＣＣＤイメージセンサ１２０は、所定のフレームレート（例えば
、３０フレーム／秒）で新しいフレームの画像データを生成する。ＣＣＤイメージセンサ
１２０の画像データ生成タイミングおよび電子シャッタ動作は、コントローラ１３０によ
って制御される。この画像データをスルー画像として逐一液晶モニタ１２３に表示するこ
とにより、使用者はリアルタイムに被写体の状況を液晶モニタ１２３で確認できる。
【００２２】
　ＡＦＥ１２１では、ＣＣＤイメージセンサ１２０から読み出された画像データに対して
相関二重サンプリングによる雑音抑圧、アナログゲインコントローラによるＩＳＯ感度値
に基づくゲインの乗算、及びＡＤコンバータによるＡＤ変換が施される。その後、ＡＦＥ
１２１は画像データを画像処理部１２２に出力する。
【００２３】
　画像処理部１２２は、ＡＦＥ１２１から出力された画像データに対して各種の処理を施
す。各種処理としては、ＢＭ（ブロックメモリ）積算、スミア補正、ホワイトバランス補
正、ガンマ補正、ＹＣ変換処理、電子ズーム処理、圧縮処理、伸張処理等が挙げられるが
、これらに限定されるものではない。画像処理部１２２は、ハードワイヤードな電子回路
で構成してもよいし、プログラムを用いたマイクロコンピュータなどで構成してもよい。
またコントローラ１３０などとともに１つの半導体チップで構成してもよい。
【００２４】
　液晶モニタ１２３は、デジタルカメラ１００の背面に設けられている。液晶モニタ１２
３は、画像処理部１２２にて処理された画像データに基づく画像を表示する。液晶モニタ
１２３が表示する画像には、スルー画像や記録画像がある。
【００２５】
　コントローラ１３０は、デジタルカメラ１００全体の動作を統括制御する。コントロー
ラ１３０は、ハードワイヤードな電子回路で構成してもよいし、マイクロコンピュータな
どで構成してもよい。また、画像処理部１２２などと共に1つの半導体チップで構成して
もよい。
【００２６】
　フラッシュメモリ１４２は、画像データ等を記録するための内部メモリとして機能する
。また、フラッシュメモリ１４２は、オートフォーカス制御（ＡＦ制御）や、通信制御に
関するプログラムの他、デジタルカメラ１００全体の動作を統括制御するためのプログラ
ムを格納している。
【００２７】
　バッファメモリ１２４は、画像処理部１２２やコントローラ１３０のワークメモリとし
て機能する記憶手段である。バッファメモリ１２４はＤＲＡＭ（Dynamic Random Access 
Memory）などで実現できる。
【００２８】
　カードスロット１４１は、メモリカード１４０を装着可能な接続手段である。カードス
ロット１４１は、メモリカード１４０を電気的及び機械的に接続可能である。また、カー
ドスロット１４１は、メモリカード１４０を制御する機能を備えてもよい。
【００２９】
　メモリカード１４０は、内部にフラッシュメモリ等の記録部を備えた外部メモリである
。メモリカード１４０は、画像処理部１２２で処理される画像データなどのデータを記録
可能である。
【００３０】
　通信部１７１は、無線または有線の通信インターフェースであり、コントローラ１３０
はこの通信部１７１を介して、アクセスポイント経由でインターネット網に接続すること
ができる。例えば、ＵＳＢやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、無線ＬＡＮ、有線ＬＡＮ
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等により実現可能である。
【００３１】
　操作部１５０は、デジタルカメラ１００の外装に備わっている操作釦や操作レバーの総
称であり、使用者による操作を受け付ける。操作部１５０は使用者による操作を受け付け
ると、コントローラ１３０に種々の動作指示信号を通知する。
【００３２】
　　　〔１－１－３．スマートフォンの構成〕
　図３は、スマートフォン２５０の電気的構成図である。図３を用いてスマートフォン２
５０の構成について説明する。
【００３３】
　スマートフォン２５０は、コントローラ２５１、ワークメモリ２５２、フラッシュメモ
リ２５３、通信部２５４、液晶モニタ２５６、タッチパネル２５７等から構成されている
。スマートフォン２５０はさらに撮像部や画像処理部を備えてもよい。
【００３４】
　コントローラ２５１は、スマートフォン２５０内の処理を全体的に制御する処理部であ
る。コントローラ２５１は、ワークメモリ２５２、フラッシュメモリ２５３、通信部２５
４、液晶モニタ２５６、及びタッチパネル２５７に電気的に接続されている。コントロー
ラ２５１は、タッチパネル２５７を介した使用者の操作を示す操作情報を受け付ける。コ
ントローラ２５１は、フラッシュメモリ２５３に格納されているデータを読み出すことが
できる。また、コントローラ２５１は、スマートフォン２５０の各部に供給される電力に
関する制御も行う。また、コントローラ２５１は、電話機能や、インターネットを介して
ダウンロードした各種アプリケーションを実行する。
【００３５】
　ワークメモリ２５２は、コントローラ２５１が各種処理動作を実行するために必要な情
報を一時的に格納するメモリである。
【００３６】
　フラッシュメモリ２５３は、各種データを格納する大容量のディスクドライブである。
上述したように、フラッシュメモリ２５３に格納された各種データは、適宜コントローラ
２５１により読み出し可能である。なお、本実施の形態では、記録媒体として、フラッシ
ュメモリ２５３を用いたが、フラッシュメモリでなくハードディスクドライブ等を用いて
も良い。
【００３７】
　液晶モニタ２５６は、コントローラ２５１から指示された画面を表示する表示デバイス
である。
【００３８】
　タッチパネル２５７は、使用者の操作を受け付ける入力デバイスである。タッチパネル
２５７は、受け付けた使用者の操作に応じた操作情報をコントローラ２５１に送信する。
なお、本実施の形態では、使用者の操作を受け付ける入力デバイスとしてタッチパネル２
５７を備えたが、タッチパネルでなくハードキーを設けても良い。
【００３９】
　通信部２５４は、コントローラ２５１から受け取った画像データを、インターネット網
を介して他の機器に送信することができる。通信部２５４は、例えば、有線ＬＡＮや、無
線ＬＡＮにより実現することが可能である。
【００４０】
　　〔１－２．動作〕
　　　〔１－２－１．デジタルカメラとスマートフォンの接続〕
　図４は、デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０の接続動作に関するシーケンス
図である。デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０の接続動作に関して図４を用い
て説明する。
【００４１】



(7) JP 2016-123137 A 2016.7.7

10

20

30

40

50

　まず、デジタルカメラ１００側の動作について説明する。デジタルカメラ１００のコン
トローラ１３０は、電源がＯＮされると、デジタルカメラ１００を構成する各部に電力を
供給して、デジタルカメラ１００を撮影および通信が可能な状態に制御する。
【００４２】
　続いて、ユーザは、デジタルカメラ１００の操作部１５０を操作して、液晶モニタ１２
３にメニュー画面を表示させる。そして、ユーザは、操作部１５０を操作することにより
、通信開始指示を行なうためのメニューを選択する。ユーザにより、通信開始指示を行な
うためのメニューが選択されると（Ｓ４００）、コントローラ１３０は、接続可能なアク
セスポイントの探索を行う。その後、コントローラ１３０は、探索により発見できたアク
セスポイントに接続し、デジタルカメラ１００に割り当てられたＩＰアドレスを取得する
。コントローラ１３０は、ＩＰアドレスの取得を完了すると、スマートフォン２５０から
の接続を待つ待機状態へ遷移する（Ｓ４０１）。
【００４３】
　次に、スマートフォン２５０側の動作について説明する。スマートフォン２５０のコン
トローラ２５１は、電源がＯＮされると、スマートフォン２５０を構成する各部に電力を
供給し、スマートフォン２５０を通信が可能な状態に制御する。
【００４４】
　続いて、ユーザは、スマートフォン２５０のタッチパネル２５７を操作して、液晶モニ
タ２５６にメニュー画面を表示させる。そして、ユーザは、タッチパネル２５７を操作す
ることにより、通信開始指示を行なうためのメニューを選択する。ユーザにより、通信開
始指示を行なうためのメニューが選択されると（Ｓ４０２）、コントローラ２５１は、接
続可能なアクセスポイントの探索を行う。その後、コントローラ２５１は、探索により発
見できたアクセスポイントに接続し、スマートフォン２５０に割り当てられたＩＰアドレ
スを取得する。スマートフォン２５０は、ＩＰアドレスの取得を完了すると、デジタルカ
メラ１００への接続を開始する状態へと遷移する（Ｓ４０３）。
【００４５】
　そして、スマートフォン２５０のコントローラ２５１は、スマートフォン２５０の通信
部２５４を介して、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０に接続要求を通知する（
Ｅ４００）。
【００４６】
　デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、接続要求を受け付けると、デジタルカ
メラ１００の通信部１７１を介して、スマートフォン２５０に接続許可を通知する（Ｅ４
０１）。これにより、デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０とは通信が確立され
る。
【００４７】
　通信が確立されると、デジタルカメラ１００のコントローラ１３０は、デジタルカメラ
１００の通信部１７１を介して、デジタルカメラ１００の撮像部（ＣＣＤイメージセンサ
１２０、画像処理部１２２など）により生成されたスルー画像をスマートフォン２５０に
送信する（Ｅ４０２）。デジタルカメラ１００において、撮像部は例えば、毎秒３０フレ
ームのスルー画像を生成しており、コントローラ１３０は、毎秒３０フレームのスルー画
像をスマートフォン２５０へ定期的に送信する。デジタルカメラ１００のコントローラ１
３０は、撮像部によりスルー画像が生成されている限り、かつスマートフォン２５０との
通信状態が維持されている限り、定期的なスルー画像の送信動作を継続する。
【００４８】
　なお、上記においては、デジタルカメラ１００およびスマートフォン２５０以外のアク
セスポイントを経由して通信を確立する場合を例示したが、これ以外の方法によりデジタ
ルカメラ１００とスマートフォン２５０とは通信を確立してもよい。例えば、デジタルカ
メラ１００およびスマートフォン２５０が、アドホックモードにより通信を確立するよう
にしてもよい。または、デジタルカメラ１００およびスマートフォン２５０のどちらか一
方がアクセスポイントの機能を有する場合、そのアクセスポイントの機能を有している一
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方の機器に、他方の機器が接続するようにして、通信の確立を行なうようにしてもよい。
【００４９】
　　　〔１－２－２．スマートフォンによるデジタルカメラの遠隔ズーム操作〕
　スマートフォン２５０によるデジタルカメラ１００の遠隔ズーム操作に関して図５、図
６を用いて説明する。図５は、従来のスマートフォンにおけるデジタルカメラのズーム操
作（ズーム倍率の変更操作）を示したタイミングチャート図である。図６は、実施の形態
１に係るスマートフォン２５０におけるデジタルカメラ１００のズーム操作を示したタイ
ミングチャート図である。また、本実施の形態では、広角側から望遠側へのズーム操作を
行った場合を例に説明を行う。
【００５０】
　まず、図５を用いて従来のスマートフォン２５０ｂによるデジタルカメラ１００ｂの遠
隔ズーム操作時の動作を説明する。スマートフォン２５０ｂからデジタルカメラ１００ｂ
を遠隔操作する際、デジタルカメラ１００やスマートフォン２５０内部での処理時間の遅
延、及び、スマートフォン２５０とデジタルカメラ１００の往復通信時間による遅延が発
生する。このため、図５に示すように、スマートフォン２５０からデジタルカメラ１００
へ指示したズーム要求は、時刻Ｔだけ遅延して、スマートフォン２５０へのスルー画像へ
反映されることとなる。
【００５１】
　この遅延時間Ｔの発生について具体的に説明する。まず、スマートフォン２５０ｂは、
デジタルカメラ１００ｂへズーム指示をする（Ｓ５００）。デジタルカメラ１００ｂは、
スマートフォン２５０ｂからのズーム指示（Ｅ５００）を受信すると、撮像部（ＣＣＤイ
メージセンサ１２０、画像処理部１２２など）による撮像画像に対してズーム処理（Ｓ５
０１）を行い、ズーム操作結果に基づいたズーム処理結果の画像（Ｅ５０１）を送信する
。スマートフォン２５０ｂは、デジタルカメラ１００ｂから、ズーム処理後の画像、すな
わちズーム後のスルー画像を受信すると、その画像を液晶モニタに表示する（Ｓ５０２）
。このように、スマートフォン２５０ｂからデジタルカメラ１００ｂに対する指示から、
画像表示されるまでに、時間Ｔの処理遅延が発生することになる。以降、継続してデジタ
ルカメラ１００ｂに対してズーム指示を行なう場合においても（Ｓ５０３、Ｅ５０２、Ｓ
５０４、Ｅ５０３）、常に時間Ｔの遅延時間が生じる。この遅延時間Ｔは、デジタルカメ
ラ１００において、直接ズーム操作したときと比較すると十分に長く、使用者の利便性を
損なう。
【００５２】
　次に、図６を用いて、実施の形態１におけるスマートフォン２５０によるデジタルカメ
ラ１００に対する遠隔ズーム操作による動作を説明する。
【００５３】
　本実施の形態では、デジタルカメラ１００のズーム操作前の焦点距離（画角）を２５ｍ
ｍ、ズーム操作１回当たりのズームの変化量を焦点距離に換算して５ｍｍとした場合を例
に説明する。
【００５４】
　デジタルカメラ１００は、スマートフォン２５０と有線ＬＡＮを介して接続され、スル
ー画像（Ｅ６００、Ｅ６０１）をスマートフォン２５０に送信している状態である。この
スルー画像（Ｅ６００、Ｅ６０１）は、ズーム操作前のため、焦点距離２５ｍｍに相当す
る画角の画像である。スマートフォン２５０は、このスルー画像（Ｅ６００、Ｅ６０１）
をデジタルカメラ１００から受信すると、スマートフォン２５０の液晶モニタ２６５に表
示する（Ｄ６００、Ｄ６０１）。このときは、スマートフォン２５０によりデジタルカメ
ラ１００に対して指示している焦点距離（画角）と、デジタルカメラ１００から取得され
るスルー画像の画角を示す焦点距離とが一致している。
【００５５】
　次に、スマートフォン２５０においてユーザによるズーム操作を受け付けた時の動作に
関して説明する。
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【００５６】
　ユーザがスマートフォン２５０のタッチパネル２５７を用いてデジタルカメラ１００に
対して第一のズーム指示を実施すると、スマートフォン２５０（コントローラ２５１）は
第一のズーム指示を受け付ける（Ｓ６００）。そして、スマートフォン２５０は、ユーザ
による第一のズーム指示に基づき、デジタルカメラ１００に対して、第一のズーム要求（
Ｅ６５０）を送信する。第一のズーム要求（Ｅ６５０）は、デジタルカメラ１００に対し
て焦点距離を３０ｍｍに変更することを要求する指示である。
【００５７】
　デジタルカメラ１００は、スマートフォン２５０からの第一のズーム要求（Ｅ６５０）
を受信すると、撮像部（ＣＣＤイメージセンサ１２０、画像処理部１２２など）による撮
像画像に対して、焦点距離（画角）を３０ｍｍにするようズーム処理（Ｓ６０３）を行う
。デジタルカメラ１００は、このズーム処理の結果得られたスルー画像を、スマートフォ
ン２５０へ送信する（Ｅ６０６）。このとき、スマートフォン２５０は、第一のズーム要
求にしたがいズーム処理されたことにより得られる焦点距離３０ｍｍに相当する画像をデ
ジタルカメラ１００から受信する。
【００５８】
　第一のズーム指示（Ｓ６００）の実施後、第一のズーム指示に基づくデジタルカメラ１
００からの結果（Ｅ６０６）を受信する前に、ユーザはスマートフォン２５０のタッチパ
ネル２５７を用いて第二のズーム指示を実施する。スマートフォン２５０が第二のズーム
指示を受け付けると（Ｓ６０１）、スマートフォン２５０は、第二のズーム指示（Ｓ６０
１）に基づき、デジタルカメラ１００に対して、第二のズーム要求（Ｅ６５１）を送信す
る。すなわち、スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１００に対して焦点距離を３５
ｍｍに変更するようズーム要求を送信する。
【００５９】
　デジタルカメラ１００は、スマートフォン２５０からの第二のズーム要求（Ｅ６５１）
にしたがい、焦点距離（画角）を３５ｍｍにするようズーム処理（Ｓ６０４）を行う。デ
ジタルカメラ１００は、このズーム処理の結果得られたスルー画像を、スマートフォン２
５０へ送信する（Ｅ６０７）。このとき、スマートフォン２５０は、第二のズーム要求に
したがいズーム処理されたことにより得られる焦点距離３５ｍｍに相当する画像をデジタ
ルカメラ１００から受信する。
【００６０】
　第二のズーム指示（Ｓ６０１）の実施後、第二のズーム指示に基づくデジタルカメラ１
００からの結果（Ｅ６０７）を受信する前に、ユーザは第三のズーム指示を実施する。ス
マートフォン２５０が第三のズーム指示を受け付けると（Ｓ６０２）、スマートフォン２
５０は、第三のズーム指示に基づき、デジタルカメラ１００に対して、第三のズーム要求
（Ｅ６５２）を送信する。すなわち、スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１００に
対して焦点距離を４０ｍｍに変更するようズーム要求を送信する。
【００６１】
　デジタルカメラ１００は、スマートフォン２５０からの第三のズーム要求（Ｅ６５２）
にしたがい、焦点距離（画角）を４０ｍｍにするようズーム処理（Ｓ６０５）を行う。デ
ジタルカメラ１００は、このズーム処理の結果得られたスルー画像を、スマートフォン２
５０へ送信する（Ｅ６０８）。
【００６２】
　以上のようにして、スマートフォン２５０は、タッチパネル２５７を用いたユーザによ
るズーム操作にしたがいズーム要求をデジタルカメラ１００に送信する。デジタルカメラ
１００は受信したズーム要求にしたがいズーム処理を行う。また、デジタルカメラ１００
は定期的にその時点で撮像されたスルー画像をスマートフォン２５０に送信している。
【００６３】
　ここで、前述の遅延時間Ｔの問題を解決するための、デジタルカメラ１００に対する遠
隔ズーム操作中における、スマートフォン２５０の液晶モニタ２５６におけるスルー画像
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の表示動作について説明する。
【００６４】
　スマートフォン２５０は、第一のズーム要求（Ｅ６５０）をデジタルカメラ１００に送
信した直後では、デジタルカメラ１００から、焦点距離３０ｍｍ相当のスルー画像は未だ
受信しておらず、焦点距離２５ｍｍ相当のスルー画像（Ｅ６０２）を受信しているのみで
ある。本実施形態のスマートフォン２５０は、前述の遅延時間Ｔの問題を解決するため、
受信している焦点距離２５ｍｍ相当のスルー画像から、焦点距離３０ｍｍ相当のスルー画
像を生成し、液晶モニタ２５６に表示する（Ｄ６０２）。具体的には、スマートフォン２
５０は、デジタルカメラ１００から受信した焦点距離２５ｍｍ相当のスルー画像（Ｅ６０
２）から焦点距離３０ｍｍ相当の画像を切り出し、この切り出した画像を液晶モニタ２５
６に表示する（Ｄ６０２）。これにより、スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１０
０からの第一のズーム処理結果の画像（Ｅ６０６）を実際に受信する前に、あたかも第一
のズーム処理がなされ得られたような画像を液晶モニタ２５６へ表示することが可能とな
る。これにより、使用者は、遅延時間Ｔを感じることなく、より快適にデジタルカメラ１
００のズーム操作を行うことができる。
【００６５】
　また、第二のズーム要求（Ｅ６５１）をデジタルカメラ１００に送信した直後では、デ
ジタルカメラ１００から、焦点距離３５ｍｍ相当のスルー画像は未だ受信しておらず、焦
点距離２５ｍｍ相当のスルー画像（Ｅ６０３）を受信しているのみである。スマートフォ
ン２５０は、デジタルカメラ１００から受信した焦点距離２５ｍｍ相当のスルー画像（Ｅ
６０３）から、焦点距離３５ｍｍ相当の画像を切り出し、スマートフォン２５０の液晶モ
ニタ２５６に表示する（Ｄ６０３）。
【００６６】
　同様に、第三のズーム要求（Ｅ６５２）の実施直後も、デジタルカメラ１００から受信
した焦点距離２５ｍｍ相当のスルー画像（Ｅ６０４）から切り出しを行って、焦点距離４
０ｍｍ相当の画像を生成し、スマートフォン２５０の液晶モニタ２５６に表示を行う（Ｄ
６０４）。
【００６７】
　以上のように、スマートフォン２５０からデジタルカメラ１００になされたズーム指示
に応じた結果が返信されてくる前に、スマートフォン２５０は、すでに取得しているスル
ー画像と、ズーム指示内容とに基づき、あたかもデジタルカメラ１００からズーム処理が
なされたことにより得られるような画像を生成して表示する。これにより、使用者に対し
て遅延時間Ｔを感じさせることなく、デジタルカメラ１００にて直接ズーム操作している
かのような操作感を提供することが可能となる。
【００６８】
　次に、スマートフォン２５０におけるズーム操作終了時の動作に関して説明する。ユー
ザは、第三のズーム指示（Ｓ６０２）にて、デジタルカメラ１００へのズーム指示を終了
したとする。
【００６９】
　スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１００に対する第三のズーム要求（Ｅ６５２
）を送信した直後では、まだ第一のズーム要求（Ｅ６５０）の結果を受信していないため
、引き続き焦点距離２５ｍｍ相当のスルー画像（Ｅ６０５）を受信する。スマートフォン
２５０は、あたかも焦点距離４０ｍｍ相当のスルー画像をデジタルカメラ１００から取得
したかのように、焦点距離２５ｍｍ相当のスルー画像から焦点距離４０ｍｍ相当の画像を
切り出してスルー画像を生成し、スマートフォン２５０の液晶モニタ２５６に表示する（
Ｄ６０５）。
【００７０】
　その後、スマートフォン２５０は、第一のズーム要求（Ｅ６５０）に基づく、デジタル
カメラ１００におけるズーム処理（Ｓ６０３）の結果であるスルー画像（Ｅ６０６）を受
信する。このとき、スマートフォン２５０が受信するスルー画像（Ｅ６０６）は、第一の
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ズーム要求（Ｅ６５０）に基づく焦点距離３０ｍｍ相当の画像となる。この時点で第三の
ズーム要求（焦点距離４０ｍｍへの変更要求）が送信済みであるため、スマートフォン２
５０は、受信した第一のズーム要求（Ｅ６５０）に基づくスルー画像（Ｅ６０６）から、
焦点距離４０ｍｍ相当の画像を切り出したスルー画像を生成し、スマートフォン２５０の
液晶モニタ２５６に表示する（Ｄ６０６）。同様に、焦点距離３５ｍｍへの変更を要求す
る第二のズーム要求（Ｅ６５１）に基づくスルー画像（Ｅ６０７）から、焦点距離４０ｍ
ｍ相当の画像を切り出したスルー画像を生成し、スマートフォン２５０の液晶モニタ２５
６に表示する（Ｄ６０７）。
【００７１】
　最後に、焦点距離４０ｍｍへの変更を要求する第三のズーム要求（Ｅ６５２）に基づく
、デジタルカメラ１００におけるズーム処理（Ｓ６０５）の結果であるスルー画像（Ｅ６
０８）に対しては、切り出しは行わずに、デジタルカメラ１００から取得したスルー画像
をそのまま、スマートフォン２５０の液晶モニタ２５６に表示する（Ｄ６０８）。
【００７２】
　一連のズーム操作終了後、デジタルカメラ１００は、すべてのズーム操作が完了し、焦
点距離４０ｍｍ相当のスルー画像（Ｅ６０９）を送信している。また、スマートフォン２
５０は、焦点距離４０ｍｍ相当のスルー画像（Ｅ６０９）を受信しているため、画像切り
出しを行わず、デジタルカメラ１００から取得したままのスルー画像を用いて、スマート
フォン２５０の液晶モニタ２５６に表示する（Ｄ６０９）。
【００７３】
　なお、本実施の形態では、ズーム操作毎の焦点距離換算のズーム変化量を固定値（焦点
距離５ｍｍ）とし、特に、スマートフォン２５０からデジタルカメラ１００へ通知してい
なかった。しかし、ズーム操作毎にズーム変化量（焦点距離２５ｍｍなど指定の焦点距離
に対応するズーム量）を、スマートフォン２５０からデジタルカメラ１００へ通知しても
よい。または、デジタルカメラ１００のズーム操作１回におけるズーム量を、スマートフ
ォン２５０とデジタルカメラ１００の接続時にデジタルカメラ１００からスマートフォン
２５０へ通知しても良い。
【００７４】
　　　〔１－２－３．スマートフォンにおけるデジタルカメラのレリーズ操作〕
　スマートフォン２５０からのデジタルカメラ１００の遠隔レリーズ操作に関して図７を
用いて説明を行う。図７は、実施の形態１に係るスマートフォン２５０におけるデジタル
カメラ１００の遠隔レリーズ操作を示したタイミングチャート図である。
【００７５】
　図７を用いて本発明の実施の形態１におけるスマートフォン２５０でのデジタルカメラ
１００のレリーズ操作動作を説明する。
【００７６】
　図７は、スマートフォン２５０が、デジタルカメラ１００のズーム操作直後に、デジタ
ルカメラ１００のレリーズ操作を行った場合の、撮像システムの動作の一実施例である。
スマートフォン２５０における第二のズーム要求まで（Ｅ７００～Ｅ７０３、Ｓ７００～
Ｓ７０１、Ｅ７５０～Ｅ７５１）は、図６における第二のズーム要求（Ｅ６００～Ｅ６０
３、Ｓ６００～Ｓ６０１、Ｅ６５０～Ｅ６５１）までの動作と同様のため説明を省略する
。
【００７７】
　なお、図７において、破線で示す第二のズーム要求（Ｅ７５１’）は、遅延なくデジタ
ルカメラ１００に到着したときの第二のズーム要求を示し、実線で示す第二のズーム要求
（Ｅ７５１）はネットワーク遅延等により本来の到着時間より遅れてデジタルカメラ１０
０に到着したときの第二のズーム要求を示す。以下の説明では、第二のズーム要求は、ネ
ットワーク遅延等により本来の到着時間より遅れてデジタルカメラ１００に到着したとす
る。
【００７８】
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　ユーザは、スマートフォン２５０のタッチパネル２５７を用いて、デジタルカメラ１０
０に対する第二のズーム指示（Ｓ７０１）を実施した後、レリーズ指示（Ｓ７０２）を実
施したとする。このとき、スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１００に対して、第
二のズーム要求（Ｅ７５１）の直後にレリーズ要求（Ｅ７５２）を行う。その際、スマー
トフォン２５０は、レリーズ要求（Ｅ７５２）とともに、レリーズ指示（Ｓ７０２）を受
けた時点でデジタルカメラ１００に対して要求している最新の焦点距離（図７では焦点距
離３５ｍｍ相当）の情報を、デジタルカメラ１００へ送信する。
【００７９】
　一方、デジタルカメラ１００は、スマートフォン２５０からのレリーズ要求（Ｅ７５２
）を受信すると、これとともに受信した最新の焦点距離の情報（図７では焦点距離３５ｍ
ｍ相当）に基づいてズーム処理を行う。具体的には、デジタルカメラ１００は、現時点の
ズームの焦点距離が、受信した情報が示す最新の焦点距離と等しいか否かを判断し、現時
点のズームの焦点距離が未だ最新の焦点距離に達していないときは、ズーム処理（ここで
は、第二のズーム要求に基づくズーム処理）の完了を待つ。デジタルカメラ１００は、そ
のズーム処理の完了後、レリーズボタン操作と同様の処理を実施し、レリーズ処理の結果
得られた画像（記録画像Ｅ７０９）をスマートフォン２５０に送信する。
【００８０】
　上記構成によれば、レリーズ要求を受信する前に受信したズーム要求に基づくズーム処
理が完了する前にレリーズ要求を受信したときでも、デジタルカメラ１００は、ズーム処
理の完了を待ってレリーズ処理を実行する。例えば、図７に示す例では、スマートフォン
２５０から送信した第二のズーム要求（Ｅ７５１）のデジタルカメラ１００への到着がネ
ットワーク遅延により遅れ、ズーム処理の開始及びその完了が遅れている。このため、デ
ジタルカメラ１００が、レリーズ要求（Ｅ７５２）を受信した時点では、第二のズーム要
求（Ｅ７５１）に基づくズーム処理が未だ完了していない。よって、デジタルカメラ１０
０は、第二のズーム要求（Ｅ７５１）に基づくズーム処理の完了直後に、レリーズ処理を
実行し（Ｓ７０５）、撮像された画像（Ｅ７０９）を記録画像としてスマートフォン２５
０に送信する。同時に、撮像された画像はメモリカードに１４０に記録画像として記録さ
れる。
【００８１】
　これにより、ユーザが、スマートフォン２５０の液晶モニタ２５６に表示されるスルー
画像を見ながら所望のタイミング（画角）でレリーズ指示をしたときに、未だデジタルカ
メラ１００からズーム指示に基づく画像を取得していなくても、レリーズ指示したタイミ
ングに対応する画角（焦点距離）の画像を撮像することができる。すなわち、スマートフ
ォン２５０にてレリーズ操作した使用者の意図通りの画角の画像を撮像することが可能と
なる。
【００８２】
　〔実施の形態２〕
　実施の形態１では、スマートフォン２５０上でのユーザによるレリーズ指示のタイミン
グに対応する画角（焦点距離）の画像データを記録した。これに対して、実施の形態２で
は、ユーザによるレリーズ指示のタイミングに対応する時点でデジタルカメラ１００にて
撮像された画像データを記録する。
【００８３】
　なお、実施の形態２にかかるシステムの構成と、デジタルカメラ１００およびスマート
フォン２５０の構成は実施の形態１と同様のため説明を省略する。また、デジタルカメラ
１００とスマートフォン２５０の接続動作についても図４を用いて説明したものと同様の
ため説明を省略する。
【００８４】
　本実施形態でのスマートフォン２５０におけるデジタルカメラ１００の遠隔レリーズ操
作に関して図８を用いて説明する。図８は、実施の形態２におけるスマートフォン２５０
におけるデジタルカメラ１００の遠隔レリーズ操作を示したタイミングチャート図である
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。なお、図８は、スマートフォン２５０においてデジタルカメラ１００の遠隔レリーズ操
作を行った場合におけるシステムの動作の一例である。
【００８５】
　デジタルカメラ１００は、スマートフォン２５０と接続され、スマートフォン２５０に
スルー画像（Ｅ８００～Ｅ８０７）を定期的に送信している。スマートフォン２５０は、
このスルー画像（Ｅ８００～Ｅ８０７）を受信すると、スマートフォン２５０の液晶モニ
タ２５６に表示する。このとき、デジタルカメラ１００が送信するスルー画像（Ｅ８００
～Ｅ８０７）には、スルー画像を識別するための識別子が付与されている。識別子は例え
ば、デジタルカメラ１００での画像生成時刻である。識別子は、ある一定期間において一
意に識別可能なものであれば良く、単純にインクリメントされた番号、アルファベットな
どでも良い。
【００８６】
　次に、ユーザは、スマートフォン２５０のタッチパネル２５７を用いて、デジタルカメ
ラ１００に対してレリーズ指示（Ｓ８００）を実施する。このとき、スマートフォン２５
０は液晶モニタ２５６にスルー画像（Ｅ８０３）を表示している。スマートフォン２５０
はユーザの指示にしたがいレリーズ要求（Ｅ８５０）をデジタルカメラ１００に送信する
。このレリーズ要求には、ユーザによるレリーズ指示を受けた時点で液晶モニタ２５６に
表示されていた、デジタルカメラ１００から送信されたスルー画像の識別子が付与される
。例えば、図８の例において、ユーザからレリーズ指示を受けたときに液晶モニタ２５６
にスルー画像（Ｅ８０３）が表示されていた場合、スマートフォン２５０は、レリーズ要
求（Ｅ８５０）とともに、スルー画像（Ｅ８０３）の識別子をデジタルカメラ１００に通
知する。
【００８７】
　デジタルカメラ１００は、スマートフォン２５０からのレリーズ要求（Ｅ８５０）およ
びスルー画像（Ｅ８０３）の識別子を受信すると、この識別子を参照して、その識別子に
対応するスルー画像（Ｅ８０３）が生成された時刻に生成された画像データを特定する。
この画像データの特定は以下のようにして行われる。本実施形態のデジタルカメラ１００
は、撮像部により生成された複数の画像を、スマートフォン２５０に送信した後も削除せ
ずに、フラッシュメモリ１４２に保持している。このとき、デジタルカメラ１００は、ス
マートフォン２５０側においてレリーズ指示がなされてから、実際にデジタルカメラ１０
０でレリーズ処理が行なわれるまでの遅延時間の間に、デジタルカメラ１００からスマー
トフォン２５０へ送信される画像データと、その画像データに対応する識別子とを、最低
限フラッシュメモリ１４２上に保持している。このようにしてフラッシュメモリ１４２に
保持された画像データと識別子を参照することにより、デジタルカメラ１００は、遡った
時刻における画像データを、レリーズ指示がなされたときに撮像された画像として特定す
ることができる。
【００８８】
　デジタルカメラ１００は、特定した画像データを記録画像（Ｅ８０８）として、記録画
像としてメモリカード１４０に記録し、さらに、スマートフォン２５０に送信する。これ
により、デジタルカメラ１００は、遡った時刻における画像データを、記録画像として記
録することを可能とするとともに、スマートフォン２５０に送信することを可能としてい
る。
【００８９】
　以上のように、実施の形態２にかかるシステムでは、ユーザによるレリーズ指示のタイ
ミングに対応する時刻の画像データを記録することができる。これにより、通信に起因す
るレリーズタイムラグの影響を除去することができ、ユーザが意図したタイミングにおけ
る画像を記録することができる。
【００９０】
　〔実施の形態３〕
　実施の形態１及び実施の形態２では、単一のデジタルカメラおよび単一のスマートフォ
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ンにより構成されたシステムにおける実施例を示した。実施の形態３では、複数のデジタ
ルスチルカメラ（１００Ａ、１００Ｂ）と、単一のスマートフォン２５０とにより構成さ
れるシステムについて説明する。
【００９１】
　　〔３－１．構成〕
　実施の形態３におけるシステム構成は、デジタルスチルカメラが複数である点を除き、
実施の形態１と同様のため、説明を省略する。本実施の形態におけるデジタルカメラおよ
びスマートフォンそれぞれの構成は実施の形態１のものと同様のため、説明を省略する。
【００９２】
　　〔３－２．動作〕
　　　〔３－２－１．複数のデジタルカメラとスマートフォンの接続〕
　複数台のデジタルカメラとスマートフォンとの接続動作に関して図９を用いて説明する
。図９は、複数台（一例として２台）のデジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂとスマートフ
ォン２５０との接続動作に関するシーケンス図である。
【００９３】
　デジタルカメラ１００Ａとスマートフォン２５０との接続動作（Ｓ９００～Ｓ９０３、
Ｅ９００～Ｅ９０２）は、実施の形態１（図４のＳ４００～Ｓ４０３、Ｅ４００～Ｅ４０
２）と同様のため説明を省略する。
【００９４】
　次に、デジタルカメラ１００Ａとスマートフォン２５０が接続された状態で、デジタル
カメラ１００Ｂとスマートフォン２５０を接続する際の動作に関して説明する。デジタル
カメラ１００Ｂのコントローラ１３０は、デジタルカメラ１００Ｂの電源がＯＮされると
、デジタルカメラ１００Ｂを構成する各部に電力供給し、デジタルカメラ１００Ｂを撮影
および通信が可能な状態に制御する。
【００９５】
　続いて、ユーザは、デジタルカメラ１００Ｂの操作部１５０を操作して、液晶モニタ１
２３にメニュー画面を表示させる。そして、ユーザは、操作部１５０を操作することによ
り、通信開始指示を行なうためのメニューを選択する。ユーザにより、通信開始指示を行
なうためのメニューが選択されると（Ｓ９０４）、コントローラ１３０は、接続可能なア
クセスポイントの探索を行う。コントローラ１３０は、探索により発見できたアクセスポ
イントに接続し、ＩＰアドレスを取得する。デジタルカメラ１００Ｂは、ＩＰアドレスの
取得を完了すると、スマートフォン２５０からの接続を待つ待機状態へ遷移する（Ｓ９０
５）。
【００９６】
　次に、スマートフォン２５０側の動作について説明する。ユーザは、既にデジタルカメ
ラ１００Ａと接続状態にあるスマートフォン２５０のタッチパネル２５７を操作して、液
晶モニタ２５６にメニュー画面を表示させる。そして、ユーザは、タッチパネル２５７を
操作することにより、デジタルカメラ１００Ｂとの通信開始指示（接続指示）を行なうた
めの選択項目を選択する。ユーザによるこの選択により、スマートフォン２５０のコント
ローラ２５１は、スマートフォン２５０の通信部２５４を介してデジタルカメラ１００Ｂ
に接続要求を通知する（Ｅ９０３）。
【００９７】
　デジタルカメラ１００Ｂのコントローラは、接続要求を受け付けると、デジタルカメラ
１００Ｂの通信部１７１を介して、スマートフォン２５０に接続許可を通知する（Ｅ９０
４）。これにより、デジタルカメラ１００Ｂとスマートフォン２５０間の通信が確立され
る。
【００９８】
　通信が確立されると、デジタルカメラ１００Ｂのコントローラは、デジタルカメラ１０
０Ｂの通信部を介して、デジタルカメラ１００Ｂの撮像部（ＣＣＤイメージセンサ及び画
像処理部など）により生成されたスルー画像を、スマートフォン２５０に送信する（Ｅ９
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０５）。デジタルカメラ１００Ｂの撮像部は、例えば、毎秒３０フレームのスルー画像を
生成しており、デジタルカメラ１００Ｂのコントローラは、毎秒３０フレームのスルー画
像を、スマートフォン２５０へ定期的に送信する。デジタルカメラ１００Ｂのコントロー
ラは、撮像部によりスルー画像が生成され、かつスマートフォン２５０との通信状態が維
持されている限り、定期的なスルー画像の送信動作を継続する。
【００９９】
　スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１００Ｂからの定期的なスルー画像（Ｅ９０
５）を受信する。スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１００Ｂから受信した定期的
なスルー画像（Ｅ９０５）と、デジタルカメラ１００Ａから受信した定期的なスルー画像
（Ｅ９０２）とをそれぞれ、スマートフォン２５０の表示モニタ２５６に２画面表示で表
示する。
【０１００】
　以上の構成により、スマートフォン２５０は、複数台のデジタルカメラからスルー画像
を同時に受信して表示することができる。
【０１０１】
　なお、上記の説明においては、デジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂおよびスマートフォ
ン２５０以外のアクセスポイントを経由して通信を確立する例を示したが、これ以外の方
法によりデジタルカメラ１００とスマートフォン２５０との通信を確立してもよい。例え
ば、デジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂおよびスマートフォン２５０が、アドホックモー
ドにより通信を確立するようにしてもよい。または、デジタルカメラ１００Ａおよび１０
０Ｂまたは、スマートフォン２５０のいずれかがアクセスポイントの機能を有し、そのア
クセスポイントの機能を有している機器に、他の機器が接続しにいくことで、通信の確立
を行なうようにしてもよい。
【０１０２】
　また、本実施の形態では、スマートフォンと通信を確立するデジタルカメラの台数が２
台の場合の例を説明したが、デジタルカメラの台数は３台以上でもよい。その場合は、ス
マートフォンは、液晶モニタ２５６に、通信が確立された３台以上のデジタルカメラから
送信されるスルー画像をマルチ表示するようにしてもよい。さらに、本実施の形態では、
スマートフォンの台数が１台の場合の例を説明したが、複数台のスマートフォンによりシ
ステムを構築しても良い。複数台のスマートフォンから、同時にズーム指示等の指示が一
台のデジタルカメラに通知された場合の処理の衝突を回避するために、デジタルカメラは
、最も早くに指示を受けたスマートフォンからの指示内容を採用するようにしてもよいし
、指示を受けることが可能なスマートフォンを予め決めておいてもよい。
【０１０３】
　　　〔３－２－２．スマートフォンからの複数台のデジタルカメラに対する遠隔ズーム
操作〕
　スマートフォン２５０による複数のデジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂの操作に関して
説明を行う。本実施の形態では、デジタルカメラ１００Ａのズーム操作前の焦点距離を２
５ｍｍ、ズーム操作１回当たりのズームの変更量を焦点距離に換算して５ｍｍとする。ま
た、デジタルカメラ１００Ｂのズーム操作前の焦点距離を２５ｍｍ、ズーム操作１回当た
りのズームの変更量を焦点距離に換算して６ｍｍとする。また、本実施の形態では、広角
側から望遠側へのズーム操作を行った場合を例に説明を行う。
【０１０４】
　デジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂは、図９に示すように、スマートフォン２５０と接
続され、スルー画像（Ｅ９０２、Ｅ９０５）を送信している状態である。このスルー画像
（Ｅ９０２、Ｅ９０５）は、ズーム操作前であるため、焦点距離２５ｍｍに相当する画角
の画像である。スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂから、この
スルー画像（Ｅ９０２、Ｅ９０５）を受信すると、スマートフォン２５０の液晶モニタ２
６５に表示する。この時点では、スマートフォン２５０からデジタルカメラ１００Ａ、１
００Ｂに指示している焦点距離と、デジタルカメラ１００から取得するスルー画像自体の
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画角に対応する焦点距離とが一致している。
【０１０５】
　次に、ユーザは、スマートフォン２５０のタッチパネル２５７を用いて、デジタルカメ
ラ１００Ａ、１００Ｂに対する第一のズーム指示を実施する。このとき、スマートフォン
２５０は、ユーザによる第一のズーム指示に基づき、デジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂ
に対して第一のズーム要求を送信する。すなわち、スマートフォン２５０は、デジタルカ
メラ１００Ａに対して焦点距離３０ｍｍに変更するようズーム要求を送信し、デジタルカ
メラ１００Ｂに対して焦点距離３１ｍｍに変更するようズーム要求を送信する。
【０１０６】
　デジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂそれぞれにおけるズーム要求受信後の動作は、実施
の形態１と同様であるため、説明を省略する。
【０１０７】
　ユーザは、引き続きスマートフォン２５０のタッチパネル２５７を用いて、デジタルカ
メラ１００Ａ、１００Ｂに対する第二のズーム指示を実施する。このとき、スマートフォ
ン２５０は、ユーザによる第二のズーム指示に基づき、デジタルカメラ１００Ａ、１００
Ｂに対して第二のズーム要求を送信する。すなわち、スマートフォン２５０は、デジタル
カメラ１００Ａに対して焦点距離３５ｍｍに変更するようズーム要求を送信し、デジタル
カメラ１００Ｂに対して焦点距離３７ｍｍに変更するようズーム要求を送信する。
【０１０８】
　また、スマートフォン２５０は、第一のズーム要求をデジタルカメラ１００Ａ、１００
Ｂに送信した直後に、デジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂから受信した焦点距離２５ｍｍ
相当のスルー画像（Ｅ９０２、Ｅ９０５）から切り出しを行い、表示のためのスルー画像
を生成して表示する。すなわち、デジタルカメラ１００Ａ側のスルー画像については、ス
マートフォン２５０は、デジタルカメラ１００Ａから受信した焦点距離２５ｍｍ相当のス
ルー画像（Ｅ９０２）から切り出しを行い焦点距離３０ｍｍ相当の画像を生成し、液晶モ
ニタ２５６に表示する。さらに、デジタルカメラ１００Ｂ側のスルー画像については、ス
マートフォン２５０は、デジタルカメラ１００Ｂから受信した焦点距離２５ｍｍ相当のス
ルー画像（Ｅ９０５）から切り出しを行い焦点距離３１ｍｍ相当の画像を生成し、スマー
トフォン２５０の液晶モニタ２５６に表示する。すなわち、スマートフォン２５０は、デ
ジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂからの第一のズーム処理の結果得られる画像を受信する
前に、あたかもデジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂにおいてズーム処理がなされた画像が
液晶モニタ２５６に表示されているように画像表示を行うことが可能となる。これにより
、使用者は、複数台のデジタルカメラの画像を受信しているときにおいても、遅延時間Ｔ
を感じることなく、より快適にデジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂのズーム操作を行うこ
とができる。
【０１０９】
　なお、本実施の形態では、デジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂに対して同時にズーム要
求を行ったが、同時に行なわず、どちらか一方にズーム要求を行なうようにしてもよい。
このとき、ユーザは、ズーム要求を行なう対象のデジタルカメラとして、現在通信が確立
されている方のデジタルカメラを選択する。例えば、ユーザがデジタルカメラ１００Ａを
ズーム要求を行う対象のデジタルカメラとして選択した場合、スマートフォン２５０は、
デジタルカメラ１００Ａから受信するスルー画像に対してのみ切り出しを行い、あたかも
デジタルカメラ１００Ａにおいてズーム処理がなされた画像が液晶モニタ１２３に表示さ
れているように画像表示を行うことができる。これにより、単一のスマートフォンに対し
て複数台のデジタルカメラの通信が確立された状態において、所望の一つのデジタルカメ
ラに対してのみズーム処理を要求することができる。
【０１１０】
　　　〔３－２－３．スマートフォンからの複数台のデジタルカメラに対する遠隔レリー
ズ操作〕
　デジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂは、図９に示すように、スマートフォン２５０と接
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続され、スルー画像（Ｅ９０２、Ｅ９０５）を定期的に送信している状態である。スマー
トフォン２５０は、このスルー画像（Ｅ９０２、Ｅ９０５）を受信すると、液晶モニタ２
５６に対して映像表示を行う。このとき、デジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂが送信する
スルー画像（Ｅ９０２、Ｅ９０５）には、スルー画像を識別する識別子と、送信元のデジ
タルカメラを識別するための識別子とが付与されている。デジタルカメラ１００Ａ、１０
０Ｂにより付与されるスルー画像の識別子は、例えば、デジタルカメラ１００Ａ、１００
Ｂでの画像生成時刻である。なお、スルー画像の識別子は、ある一定期間で一意に識別可
能なものであれば良く、単純にインクリメントされた番号、アルファベットなどでも良い
。デジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂを識別するための識別子は、デジタルカメラのＩＰ
アドレス、無線ＬＡＮデバイス等に付与されているＭＡＣアドレスなどである。なお、デ
ジタルカメラを識別するための識別子は、スマートフォン２５０とデジタルカメラ１００
Ａ、１００Ｂとの接続時にスマートフォン２５０により割り当てられた番号等を用いても
良い。
【０１１１】
　このような状態で、ユーザはスマートフォン２５０のタッチパネル２５７を用いて、デ
ジタルカメラ１００に対してレリーズ指示を実施する。このとき、スマートフォン２５０
は、液晶モニタ２５６に対して、スルー画像（Ｅ９０２、Ｅ９０５）を表示している。ス
マートフォン２５０は、ユーザによるレリーズ指示に基づき、デジタルカメラ１００Ａ、
１００Ｂに対してレリーズ要求を送信する。このとき、スマートフォン２５０は、デジタ
ルカメラ１００Ａ、１００Ｂに対して、スマートフォン２５０からのレリーズ要求ととも
に、デジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂから送信されているスルー画像の識別子も合わせ
て通知する。
【０１１２】
　デジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂは、スマートフォン２５０からのレリーズ要求およ
びスルー画像の識別子を受信すると、この識別子を参照して、その識別子に対応するスル
ー画像（Ｅ８０３）が生成された時刻に生成された画像データを特定する。デジタルカメ
ラ１００Ａ、１００Ｂは、特定した画像データを記録画像として、スマートフォン２５０
に送信する。なお、デジタルカメラ１００Ａ、デジタルカメラ１００Ｂは、撮像部により
生成された画像を、スマートフォン２５０に送信した後も削除せずに、フラッシュメモリ
上に保持している。このとき、デジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂは、スマートフォン２
５０側においてレリーズ指示がなされてから、実際にデジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂ
でレリーズ処理が行なわれるまでの遅延時間の間に、デジタルカメラ１００Ａ、１００Ｂ
からスマートフォン２５０へと送信される画像データと、その画像データに対応する識別
子とを、最低限フラッシュメモリ上に保持している。これにより、デジタルカメラ１００
Ａ、１００Ｂは、遡った時刻における画像データを送信することを可能としている。
【０１１３】
　以上のように、本実施の形態にかかるシステムでは、各デジタルカメラにおいてユーザ
によるレリーズ指示のタイミングに対応する時刻の画像データを記録することができる。
これにより、複数台のデジタルカメラで構成されたシステムにおいても、通信に起因する
レリーズタイムラグの影響を除去することができ、ユーザが意図したタイミングにおける
画像を記録することができる。
【０１１４】
　〔他の実施の形態〕
　以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態１～３を説明し
た。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換え、
付加、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。また、上記実施の形態１～３で
説明した各構成要素を組み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である。そこで
、以下、他の実施の形態を例示する。
【０１１５】
　上記実施の形態では、スマートフォン上でのズーム操作およびレリーズ操作について説
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明したが、本開示の内容はこれらの操作に限定されず、他の操作に対しても適用可能であ
る。例えば、スマートフォン２５０における露出やホワイトバランスなどの画質の変更操
作に対しても、本開示の思想を適用可能である。このとき、スマートフォン２５０は、デ
ジタルカメラ１００から指示内容を反映したスルー画像を受信する前においては、取得済
みのスルー画像に対して、操作指示内容に基づく画質の変更処理を行った後に、処理後の
画像を液晶モニタ２５６に表示する。これにより、ユーザが意図したタイミングで画質変
更後のスルー画像を確認することができる。
【０１１６】
　さらに、デジタルカメラ１００とスマートフォン２５０とが通信を確立するときに、ス
マートフォン２５０が、デジタルカメラ１００のメニュー画面に関する情報をデジタルカ
メラ１００から予め取得しておくようにしてもよい。これにより、スマートフォン２５０
からデジタルカメラ１００へメニュー画面表示の要求を行う際にも、あらかじめ取得した
メニュー画面情報に基づき、スマートフォン２５０側でメニュー画面を作成し表示するこ
とが可能となり、メニュー画面表示に係る遅延時間Ｔを削減することが可能である。
【０１１７】
　さらに、スマートフォン２５０において、画像を記録する前に、予め記録画像を送信す
る送信先（例えば、デジタルカメラ）を設定しておいてもよい。これにより、スマートフ
ォン２５０においてレリーズ操作が実施されたときに、スマートフォン２５０はレリーズ
操作に基づく記録画像を受信したときに、受信した記録画像を、設定された送信先に転送
するようにしても良い。
【０１１８】
　また、上記実施の形態では、広角側から望遠側へ画角を変更するズーム操作を説明した
が、ズーム操作はこれに限定されない。望遠側から広角側へ画角を変更するズーム操作に
対しても本開示の思想は適用できる。図１０を用いて、望遠側から広角側へ画角を変更す
るズーム操作におけるデジタルカメラ１００のスルー画像生成およびスマートフォン２５
０におけるスルー画像の表示方法に関して一例を説明する。
【０１１９】
　デジタルカメラ１００は、当初、ズーム状態が焦点距離３５ｍｍ相当の画角に設定され
ている状態とする。また、デジタルカメラ１００に対するズーム指示は、ズーム操作１回
当たりのズーム変更量を焦点距離に換算して５ｍｍとした場合を例に説明する。
【０１２０】
　ユーザは、スマートフォン２５０のタッチパネル２５７を用いて、デジタルカメラ１０
０に対して、望遠側から広角側へ画角を変更するためのズーム指示を行う。スマートフォ
ン２５０は、ユーザによるズーム指示に基づき、デジタルカメラ１００に対して、ズーム
要求を送信する。すなわち、スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１００に対して、
焦点距離３０ｍｍに変更するようズーム要求を送信する。
【０１２１】
　このとき、スマートフォン２５０は、ユーザに対して、指定のズーム処理結果が反映さ
れるまでの遅延時間Ｔを感じさせないようにするために、図１０に示す（Ａ）又は（Ｂ）
に示す切り出し処理を行なう。
【０１２２】
　図１０（Ａ）に示す例では、スマートフォン２５０は、ズーム要求をデジタルカメラ１
００に送信した直後に、デジタルカメラ１００から受信した焦点距離３５ｍｍ相当のスル
ー画像に対して、その周囲に帯（例えば、黒い領域）を付与して焦点距離３０ｍｍ相当の
画像を生成し（デジタルカメラ１００から受信したスルー画像は適切にリサイズした後）
、これをスマートフォン２５０の液晶モニタ２５６に表示する。このように表示された画
像は、焦点距離３０ｍｍ相当の画像全体のうち周囲の部分が帯びで隠され、中央部分のみ
被写体の画像が示された画像となる。このような画像表示により、ユーザは、より広角側
へ画角が変更されたことを感じることができる。よって、ズームを望遠側から広角側のズ
ーム操作においても、ユーザは遅延時間Ｔを感じることなく、より快適にデジタルカメラ
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１００のズーム操作を行うことができる。
【０１２３】
　また、図１０（Ｂ）に示す例では、スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１００か
ら定期的に受信するスルー画像をあらかじめ余裕を持って切り出しを行い、スマートフォ
ン２５０の液晶モニタ２５６に表示するようにする。これにより、望遠側から広角側のズ
ーム操作において、表示画像の周囲に帯を付与することなく、同様のズーム操作を提供す
ることができる。
【０１２４】
　例えば、図１０（Ｂ）の例において、スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１００
から定期的に送信されるスルー画像を、焦点距離換算で１０ｍｍ相当分常に余裕を持って
切り出して、スマートフォン２５０の液晶モニタ２５６で表示を行う。例えば、デジタル
カメラ１００から定期的に送信されるスルー画像が焦点距離２５ｍｍ相当の画角の画像で
あるとき、スマートフォン２５０は、焦点距離２５ｍｍ相当の画像から、焦点距離で１０
ｍｍ相当分大きい画像を切り出して、焦点距離３５ｍｍ相当のスルー画像を生成し、液晶
モニタ２５６に表示しておく。すなわち、ユーザには、焦点距離３５ｍｍ相当のスルー画
像を提示する。
【０１２５】
　この状態で、ユーザがスマートフォン２５０のタッチパネル２５７を用いて、デジタル
カメラ１００に対して、より広角側へのズーム指示を行った場合、スマートフォン２５０
は、ユーザによるズーム指示に基づき、デジタルカメラ１００に対して、ズーム要求を送
信する。すなわち、スマートフォン２５０は、デジタルカメラ１００に対して、焦点距離
２０ｍｍに変更するようズーム要求を送信する。
【０１２６】
　このとき、スマートフォン２５０は、ズーム要求をデジタルカメラ１００に送信した直
後に、デジタルカメラ１００から受信した焦点距離２５ｍｍ相当のスルー画像に対して、
焦点距離３０ｍｍ（＝２０ｍｍ＋１０ｍｍ）相当の画像を切り出してスルー画像を生成し
て、スマートフォン２５０の液晶モニタ２５６に表示する。これにより、表示画像周囲に
帯が付与されることなく、ユーザは、より広角側へのズーム処理がなされたことを感じる
ことができ、遅延時間Ｔを感じることなく、より快適にデジタルカメラ１００のズーム操
作を行うことができる。
【０１２７】
　実施の形態３では、複数のデジタルカメラと単一のスマートフォンにおいて、画像識別
子に対応する記録動作を説明したが、図７と同様の動作にて、各デジタルカメラでのズー
ムポジションに対応する画像の記録動作をするようにしても良い。
【０１２８】
　なお、本開示の思想は、レンズ一体型のカメラに限定されず、レンズ交換式のカメラに
対しても適用可能であることは言うまでも。
【０１２９】
　以上のように、本開示における技術の例示として、上記の実施の形態を説明した。その
ために、添付図面および詳細な説明を提供した。したがって、添付図面および詳細な説明
に記載された構成要素の中には、課題解決のために必須な構成要素だけでなく、上記技術
を例示するために、課題解決のためには必須でない構成要素も含まれ得る。そのため、そ
れらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細な説明に記載されていることをもって、直
ちに、それらの必須ではない構成要素が必須であるとの認定をするべきではない。
【０１３０】
　また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特
許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行
うことができる。
【産業上の利用可能性】
【０１３１】
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　本開示は、画像を撮像する撮像装置と、その撮像装置と通信が可能で、その撮像装置に
対して遠隔操作を行うことができる通信装置とに適用可能である。具体的には、本開示は
、デジタルカメラ及びムービーカメラ並びにスマートフォンに適用可能である。
【符号の説明】
【０１３２】
　１００…デジタルカメラ
　１１１…フォーカスレンズ
　１１２…ズームレンズ
　１１３…絞り
　１１４…シャッタ
　１２０…ＣＣＤイメージセンサ
　１２１…ＡＦＥ（アナログ・フロント・エンド）
　１２２…画像処理部
　１２３…液晶モニタ
　１２４…バッファメモリ
　１３０…コントローラ
　１４０…メモリカード
　１４１…カードスロット
　１４２…フラッシュメモリ
　１５０…操作部
　１７１…通信部
　２５０…スマートフォン
　２５１…コントローラ
　２５２…ワークメモリ
　２５３…フラッシュメモリ
　２５４…通信部
　２５６…液晶モニタ
　２５７…タッチパネル
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